
「住所欄」に現住所を自署してください(お子
様の場合は、保護者が代筆でも結構です)。

単身赴任・学生など別居されている場合は、それぞ
れ居住地の住所を記入してください。住所変更が
あった場合は、各自で修正を行ってください(住所
変更ごとにカード証の発行は行いません)。

氏名・生年月日等
の記載内容を確

認してください。間違い
がある場合は、直ちに事
業主を経由して健保組
合に申し出てください。

JFE健保の概要
平成24年度版

健康保険とは
会社(事業主)と皆さんが保険料を出し合い、皆さんやご家族が病気やケガをしたときに、保険で診療を受けたり、出産、
死亡などのときに給付金を受ける制度です。
皆さんは、入社した日から被保険者となり、退職または死亡した日の翌日にその資格を失います。また、被保険者に扶養
されているご家族も、一定の要件を満たせば健康保険組合に加入できます(被扶養者といいます)。

●保険給付
●病気やケガの診療が受けられる
保険を扱っている医療機関に保険証を提示し、医療費の3割
を負担することで、診療を受けることができます。

●給付金を受けられる
出産や死亡したとき、病気やケガなどで高額の医療費を支払っ
たときや、病気などで会社を休んで会社から給与の支給を受
けられないときに給付金を受けることができます。

●保健事業
●皆さんの健康づくりのために
健康の維持・増進のために契約スポーツクラブ、直営・契約
保養所などの運営を行っています。

●生活習慣病の予防・改善のために
JFE独自の健診事業、健康力アップ活動、保健指導等を推進
しています。

2大事業　健康保険組合の特徴

健康保険証が交付されたら

保険証を紛失、破損してしまったら
保険証を紛失・破損等した場合は、直ちに「健康保険被保険者証再交付申請書」を事業主を経由して健保組合に申し出てください。
また、健康保険証は、クレジットカード等とは異なり紛失・盗難にあった場合でも、効力を停止させることができませんので、紛失・盗難に
あった保険証の悪用を阻止する方法はありません。盗難の場合は早急に警察に届け出てください。

保険料の決め方
保険料は、一定の幅で区分けした「標

準報酬月額」(賞与のある月は標準賞与額
からも)に保険料率をかけた額となりま
す。保険料は年に1回、標準報酬月額に
応じて見直されます(定時改定)。
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JFE健保の健康保険料率

78
1000  (被保険者31.4事業主46.6)
みなさんの健康保険料

標準報酬月額× 31.4
1000

(標準賞与額× 31.4
1000 )

※40歳からは介護保険料( 12
1000 )も

徴収されます(被保険者・事業主折半)。

■臓器移植意思表示欄について
臓器移植に関する法律に基づき、健康保険証に臓器提供に関する意思表示欄を設けています。
この欄への意思の記入は任意であり、記入を義務づけるものではありません。また記入の有無により、受け
られる医療の内容に違いが生じることもありません。臓器提供に関して、あなたの意思にあった内容を記入し
てください。

表面 裏面

《表》 《裏》
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ライフステージと健康保険
入社から退職まで、あなたとあなたの家族を守ります

JFE健康保険組合は、入社から退職まで、みなさんのライフステージと密接に関わっています。
手続が必要となる場合は、すみやかに行ってください。

●配偶者を
　被扶養者にする 手続　

●改姓した 手続　

●生活習慣病のチェック開始 ●被保険者資格を喪失 手続不要
●引き続きJFE健保に加入する 手続　
　

●子どもを被扶養者にする 手続　

●出産育児一時金をもらう 手続　 充実した健診を手頃な費用で受けられます。 手続　
被保険者の方被保険者の方
がん検診、人間ドックなどの健診です。
被扶養者の方被扶養者の方
基本健診と上記の健診メニューです。

勤続２ヵ月以上の人は、退職したあと２年間、任意
継続被保険者としてJFE健保に加入することがで
きます。給付内容は一部の給付を除き、今までと
同じですが、事業主負担がなくなるため保険料は
全額自己負担となります。

子どもが
生まれた

結婚した

▲ ▲ ▲

詳しくは健保のホームページをご覧ください。
http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/

あなたとあなたの家族の健康づくりのために～健康づくり支援のためのヘルスポイント制度があります～ 

病 気やけがを
したとき

●医療費が高額になった
　手続不要（払い戻しは給料に合算振込）

医療費の自己負担額が一定の額を超え
た場合は、２５,０００円を超えた分が払い
戻されます（1ヶ月・1病院単位）。

●病気やけがで会社を休んだ
　（傷病手当金を受ける） 手続　

被保険者が病気や業務外のケガの治療のために4
日間連続して会社を休み、給料がもらえないとき
は４日目から傷病手当金を受けられます。休業１日
につき「標準報酬日額の７割」が支給されます。

●ＪＦＥ健康保険
　組合に加入
　手続不要

～～ご家族での保養等にご利用ください～～

３０歳に
なった

被保険者または被扶養者が
出産した場合、健保から出産
育児一時金として１児あたり
４２万円※が支給されます。
但し、直接支払制度等を利用
した場合は、本人への支給は
ありません。
※産科医療補償制度に加入している分娩
機関で出産した場合。未加入の分娩機
関では３９万円。

退職した

配偶者の方は
必ず受診して
ください。

●医者に行って診療を受けた
保険証を提示し、医療費の3割を病院
窓口で支払います。残りの7割は健保
が負担します。

全国6ヵ所の保養所があります。
(1泊2食で約7,000円／人です。)

JFE健保が契約する旅行会社等が取り扱う国内各地の
ホテル・旅館等が利用できます。補助金[(年1回／人)
被保険者4,000円、被扶養者3,000円]が受けられま
す。

直営保養所

契約保養所

入社と同時に被保険者
となり、保険給付を受
けられる
とともに
保険料が
徴収され
ます。

㊟ 事故にあい健康保険を使用す
るとき すぐに必ずJFE健保に

届け出てください。

入社した

■人間ドック並みの健診が
　お手頃価格で受けられます
国が定めている健診よりもずっ
と充実している基本健診にがん
検診などをオプションで追加で
き、人間ドック並みの健診が安い
費用で受けられるようになってい
ます。とくに、配偶者の受診を勧
めています。

■JFE健康力アップ活動を
　実施しています
生活習慣病の予防・改善を目的と
した「JFE健康力アップ活動」を実
施しています。運動習慣・食事習
慣・その他の生活習慣(飲酒・喫煙
の改善等)から3つの行動目標を
選んで、6ヵ月間チャレンジしてい
ただきます。エントリーはいつで
もできますので、ぜひご参加くだ
さい。

■全国のスポーツクラブと
　法人契約しています
個人の行う健康体力づくりを支
援するため、全国のコナミス
ポーツ、セントラルスポーツ等と
法人契約しています。一般会員
より安い料金で利用できますの
で、ぜひ、お近くの施設をご利用
ください。被扶養者も利用でき
ます(年齢制限があります)。
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◇保険業務室 Tel.03-3597-3333 Fax.03-3597-3324
◇健康開発室 Tel.03-3597-3289 Fax.03-3597-3324
◇施設管理室 Tel.03-3597-3290 Fax.03-3597-3329

健保のホームページをご覧ください
詳しいことはホームページに掲載していますので、都度ご覧ください。

 http://www.kenpo.gr.jp/jfekenpo/

□ 本 　 部 〒100-0011 東京都千代田区内幸町一丁目3番3号内幸町ダイビル

健康保険組合健康保険組合お問い合わせ先




